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（趣旨）

第１条 このマニュアルは、工事完成図書の電子納品試行要領（以下「試行要領」という。）を補完する

ものとする。

（電子成果品の仕様）

第２条 試行要領及びこのマニュアルに記載のない内容については、次表に掲げる国土交通省の電子納

品要領及び関連基準（以下「国土交通省要領等」という。）を適用する。

２ フォルダ及びファイルの命名については、国土交通省要領等に従うものとし、フォルダ構成は下記

のとおりとする。

(１) ＪＰＥＧ形式の場合

適用する国土交通省要領等

工事完成図書の電子納品等要領（令和２年３月）

デジタル写真管理情報基準（令和２年３月）

電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】（令和２年３月）

電子媒体 PHOTO
(写真フォルダ)

閲覧用ビューア

提出書類（構成は運用基準を参照）

PIC
(写真フォルダ)

PHOTO.XML

(写真管理ファイル)

PHOTO05.DTD

P0000001.JPEG

Pnnnnnnn.JPEG

・
・

･ファイル構成は、受発注者協議により決定

する。

・写真管理ソフト使用時は、閲覧用ビューア

【注意事項】

を格納する。



(２) ＰＤＦ形式の場合

３ 工事管理項目の「工事番号」は、発注年度及び日向市工事成績評定管理システムにおける工事番号

を記載する。例えば、発注年度が令和７年度で日向市工事成績評定管理システムにおける工事番号が

１２３の場合は、「Ｒ０７０１２３」と記載する。

４ 工事写真ファイル及び写真管理ファイルの取扱いは、以下のとおりとする。

(１) 電子納品の対象は、写真管理基準（平成 22年７月宮崎県県土整備部）の撮影箇所一覧表にあ

る工事写真（写真管理項目の提出頻度の項中「不要」とされているものを除く。）とする。ただ

し、検査写真は、紙媒体で納品するものとし、電子媒体には格納しないものとする。

(２) 工事写真ファイル及び写真管理ファイルは、デジタル写真情報基準に基づき整理する。この場

合において、同基準中「写真管理基準（案）」及び「写真管理基準」とあるのは、「写真管理基準

（平成 22年７月宮崎県県土整備部）」と読み替えるものとする。

５ 電子納品に使用する媒体はＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒとし、１部納品するものとする。ＣＤ－Ｒを使

用する場合の論理フォーマットはＪｏｌｉｅｔとする。ＤＶＤ－Ｒを使用する場合の論理フォーマッ

トはＵＤＦ（ＵＤＦ Ｂｒｉｄｇｅ）とする。

６ 電子成果品のチェックについては、以下のとおりとする。

(１) 受注者は電子媒体に対しウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されないことを確認の上、

納品するものとし、発注者においても、納品された電子媒体のウイルスチェックを行うものとす

る。

(２) ウイルスチェックに使用するソフトの指定は行わない。ただし、ウイルスチェックは常に最新

のデータに更新されたものを使用するものとする。

７ 電子媒体のラベル面に記載する項目は以下のとおりとする。なお、ラベル面への記入に当たって

は、必要事項を直接印刷、または、油性フェルトペンにより記入することとし、印刷したシールを貼り

電子媒体 PHOTO
(写真フォルダ)

･各フォルダ（工種毎）に PDF 及び

JPEG 形式のデータを格納する。

着手前及び完成写真

施工状況写真

安全管理写真

使用材料写真

品質管理写真

出来形管理写真

その他

･着手前完成写真は、上下で対比で

きる様に 2枚綴りとする。

･着手前完成写真以外は、3枚綴り

とする。

･PDF にページ番号を入れる。

･フォルダ構成は、受発注者協議に

より決定する。

･左記のフォルダ構成(参考)の下に、

内訳書の工種にあわせたフォルダ

を作成し、写真をまとめる。

【注意事項】



付ける方法は禁止とする。

(１) 「発注ＮＯ.」 発注年度及び日向市工事成績評定管理システムにおける工事番号を記載する。

例えば、発注年度が令和７年度で日向市工事成績評定管理システムにおける工事番号が１２３

の場合は、「Ｒ０７－０１２３」と記載する。

(２) 「工事名称」 契約図書に記載されている正式名称を記載する。

(３) 「作成年月」 工事完成時の年月を記載する。

(４) 「発注者名」 日向市○○○○課と記載する。

(５) 「受注者名」 受注者の正式名称を記載する。

(６) 「何枚目／全体枚数」 全体枚数の何枚目であるかを記載する。

(７) 「ウイルスチェックに関する情報」 ウイルス対策ソフト名、ウイルス定義年月日又はパタ

ーンファイル名は、チェック年月日を記載する。

(８) 「フォーマット形式」 ＣＤ－Ｒの場合は、Ｊｏｌｉｅｔを記載する。ＤＶＤ－Ｒの場合

は、ＵＤＦ（ＵＤＦ Ｂｒｉｄｇｅ）を記載する

８ 受注者は、電子媒体をプラスチックケースまたはＡ４ファイルにファイリング可能なケースに格納

して納品するものとする。

発注 NO. Ｒ○○－○○○○

令和○年度 ○○○○○○○○○○○○工事

発注者：日向市 □□□□課

受注者：△△△△株式会社

枚数／全体枚数

ウイルスチェックに関する情報

ウイルス対策ソフト名 ○○○○

令和○年○月

ウイルス定義 ○○○○年○月○日版

チェック年月日 ○○○○年○月○日

フォーマット形式 Ｊｏｌｉｅｔ



（電子成果品の検査）

第３条 電子検査に必要な機器及び電子成果品閲覧用のソフトウェアは、原則として受注者が用意する

ものとする。ただし、受発注者が協議の上、発注者が用意することを妨げない。

２ 機器の操作は原則として、発注者が行う。

３ 検査は、電子媒体に格納したデータで行う。

４ 完成検査において、電子成果品に修正すべき事項があった場合においては、受注者は、当該箇所を

修正した電子成果品を遅滞なく納品しなければならない。

（保管管理）

第４条 発注者は、納品された成果品を当該対象工事の工事完成図書と一体のものとして保管するもの

とする。

２ 電子成果品の保管期限については、５年間とする。ただし、発注者が５年間を超えて保存が必要と

判断した成果品については、この限りではない。

（その他）

第５条 このマニュアル、試行要領及び国土交通省要領等に記載のない事項については、受発注者が協

議の上、決定するものとする。

附 則

このマニュアルは、令和８年４月１日から施行する。


